
理 事 会 議 事 録 

 

２０２４年９月２８日午後１時２５分、弘前市賀田１丁目１８－３ 弘前市立中央公民館 

大研修室で理事会を開催した。 

理事総数        １１名 

出席した理事数     １０名 

監事総数         ２名 

出席した監事数      １名 

 

副会長 平川裕一氏が選ばれて議長となり議長席に着き、ただちに下記議案の審議に入った。 

 

＜会長報告及び各部局委員会報告＞ 

会長及び各部局委員長及び担当理事、ブロック理事は２０２４年度第４回理事会資料を

提出し、報告した。 

副会長 平川氏は、それぞれの部署で強調したいことや催しに参画した報告をお願いした

いと発言した。 

広報部長 工藤氏は、公開講座に関して、ケアマネ、地域包括の職員、興味のある一般の

方を対象に行い、参加人数は２２人、アンケートの回答１３人であり、おおむね好評の感想

をいただいたと発言した。また、中高生向けの作業療法オンライン説明会を実施し、参加人

数は６名で、中学生１名、高校生５名であり、動画やパワーポイントの資料を見せたり、途

中でクイズを交え飽きさせないように工夫し、好評の感想をいただいたと発言した。さらに、

高校生には施設見学の案内も行い、青森市内での見学の希望が 1 名からあり、現在調整中

であると報告した。 

会長は、広報部のビジネスＬＩＮＥについて、料金はかかるのかと質問した。広報部長 工

藤氏は、無料のものを利用すると発言した。第３６回学会長 太田氏は、ＬＩＮＥについて

基本は無料だが、案内を送る通数によって料金がかかり、１か月５,０００通であれば５，

０００円、１か月２００通までであれば無料であると発言した。会長は、ＬＩＮＥに登録し

た人へ情報が自動配信されるのか、また、勉強会へ申し込んだりすることも可能かと質問し

た。広報部長 工藤氏は、ＬＩＮＥでは研修会や学会などの案内を送り、そこから申し込み

ページへ飛べるようにすると回答した。会長は、ホームページにＬＩＮＥのアカウントを掲

載しているのかと質問した。広報部長 工藤氏は、掲載しておらず、情報発信の方法を検討

してから掲載する予定であると回答した。副会長 平川氏は、他士会ではＬＩＮＥを登録し

ているのは会員数の３０％ほどで、強く勧めて６０％ほどであると聞いており、効率よく会

員に情報発信できる方法を検討してほしいと発言した。 

副会長 平川氏は、広報用の物品について各ブロックへ周知しているのかと質問した。広

報部長 工藤氏は、周知していないと発言した。副会長 平川氏は、物品の数に限りはあるが、

イベントが増えているため、使ってもらえるように周知した方が良いと回答した。広報部長 

工藤氏は、近いうちに広報部で持っている資料や物品の情報を各ブロックへ送ると発言し

た。 

出席者により確認済み



福利部長 佐藤氏は、医療功労者について、条件を満たした会員を推薦したが、候補者と

して採用されなかったと報告した。副会長 平川氏は、会員交流について何か検討している

かと質問した。福利部長 佐藤氏は、弘前ブロックや青森ブロックでの交流の催しを計画し

ており、次回の理事会までに詳細を提示すると回答した。また、今までは飲み会やボウリン

グなど夜間に行っていたが、夜間では参加しづらいという意見もあったため、日中に交流を

持てるような場を設けることも考えていると発言した。 

地域社会振興部部長 金谷氏は、他・多職種向けの啓発活動として、多職種連携オンライ

ンミーティングを実施しているところであるが、毎回多くの参加があり、大変好評をいただ

いており、その成果として、ミーティングをきっかけに地域支援事業に関する依頼が複数件

あったため、これからも継続したいと報告した。副会長 大塚氏は、認知症スタンプラリー

について、目的は、関係団体への認知症作業療法の啓発、会員の地域支援事業への参画のき

っかけづくりであり、当日は回復期だけではなく急性期や生活期の会員が集まり、若い会員

も参加しており、色々な職種や先輩と情報交換できてうれしかったとの感想があったと報

告した。また、青森市の認知症フォーラムに参画し、本会では住民や他の関係団体の方にパ

ネルで紹介・啓発してきたが、これまでの取り組みが評価され、市の担当者より、ブースを

拡大してほしいと依頼があったため、住民に認知症に関してのコメントをりんご型の用紙

に書いてもらい、それを大きく描かれた樹に貼り付けていき、最後に１つの作品として完成

されることを行ったところ、住民や市長に大変好評であり、市のホームページに本会の名称

とともに写真等が掲載される予定であると報告した。理事 天坂氏は、五所川原市の認知症

フォーラムに参画し、前回と同様にパネルで作業療法を紹介したり、認知症の方の作品を展

示したり参加者にプレゼントしたところ、参加者からは作業療法について質問があったり、

生活上の困りごとの相談があったと報告した。また、本会が委託を受け実施している認知症

カフェのアピールも行ったと報告した。副会長 平川氏は、平川市で月１回行っている認知

症カフェの拡大版である健康に関するなんでも相談会に参画したところ、本会のブースで

は、参加者から、体と心とくらしの相談を受け、２～３時間ブースが埋まり、大変好評だっ

たと報告した。また、他の参画団体等との交流も図ることができたと報告があった。 

八戸ブロック長 慶長氏は、今年で３年目の小学生向け作業療法体験会を行い、ＯＴや車

椅子に関する説明・体験を実施したところ、参加者もさることながら親御さんにも大変好評

であったと報告した。また、この事業は八戸市の教育委員会とも協力して行い、次年度も引

き続き協力して行っていきたいと発言した。副会長 平川氏は、体験会には教育委員会から

名義後援等の依頼はあるのかと質問した。八戸ブロック長 慶長氏は、教育委員会へ周知は

しており、正式な依頼はないが、好意的に考えてくれていると回答した。副会長 平川氏は、

名義後援を求めてもらえるように働きかけてほしいと発言した。 

青森ブロック長 佐々木氏は、市内の高校生向けに啓発活動を行ったところ、１～３年生

の２１名参加し、うち２名の３年生は施設見学につながっており、ＯＴ協会の啓発活動の動

画も使用しながら、会員が実際に担当した患者の治療について説明したところ大変好評で

あったと報告した。 

理事 天坂氏は、五所川原市において、やどかりｃａｆｅという名前で認知症カフェをス

タートさせており、１回目は２０名、２回目は１１名、３回目は８名参加し、参加者には大

変好評であり、これから毎月開催する予定であると報告した。 
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下北ブロック長 浜中氏は、むつ市オレンジキャンペーンに地域社会振興部と合同で参加

し、パネル展示を行い、その内容としては、認知症の人に対する作業療法について掲示した

り、認知症のデイケアに通われている方の作品を飾ったと報告した。また、認知症ファーラ

ムでは、認知症の人に対する作業療法の紹介のパネルを展示し、大塚副会長からの講演もあ

り、参加した会員からは、すごく雰囲気が良く楽しく参加できたとの感想があったと報告さ

れた。また、参加者数は９０数名であり、年齢層は４０歳代から８０歳代まで、６０歳代の

方が多かったと報告した。副会長 大塚氏は、むつ市の担当者より、六ケ所村の地域包括支

援センターから当日の講演のスライドをほしいと連絡話があり、提供したと発言した。 

副会長 平川氏は、精神科作業療法で実施した実態調査の周知する予定はあるかと質問し

た。精神作業療法推進委員長 小枝清氏は、今のところ周知する予定はないと回答した。副

会長 平川氏は、協会でも力を入れており、組織率にも関わるため、差し支えない範囲で役

員に内容を教えてほしいと発言した。 

副会長 平川氏は、ＯＴ協会及び都道府県作業療法士会４８団体連携協議会からの情報提

供として、組織マネジメントに関することとして、他士会では、士会活動に対する日当が本

士会よりも高額であることや役員報酬という形で年間数万円を拠出しているところなどが

出てきていると発言した。 

理事 菩提寺氏は、ＯＴ協会地域社会振興部地域事業支援会議からの情報提供として、市

町村等からの依頼への対応について、本士会は地域社会振興部を中心として、他士会よりも

うまく行うことができていると発言した。副会長 平川氏は、事務手続きをうまくやること

が大切なのではなく、職域の拡大を図れるようにＯＴを売り込むことが大切であり、そのた

め、求められる事業別に研修を組んで人材育成を図ること、ただ事業に応じるだけではなく、

渉外力を持った人材を多く育てることが必要であると発言した。 

理事 千葉氏は、地域で求められる人材の育成について、求められる事業別に研修会があ

るとのことだが、この事業に参加するためにはどの研修会に参加し、どんな条件をクリアす

ればいいのか会員も理解していないことが考えられるので、経験年数や受講が推奨される

研修会等の一覧を作成してはどうかと質問した。地域社会振興部部長 金谷氏は、研修会に

参加するだけでは、参画が可能になるわけではないためあえて作っていないと回答した。理

事 千葉氏は、研修会をクリアしたら必ず参画できるものではなく、一定の水準を満たした

人と明記すればいいのではないかと質問した。副会長 平川氏は、「それをクリアした人は人

選の対象になる」ことは謳うことはできるが、発言の質や振る舞い等も重要な要素であるた

め、明瞭にしない方がいいのではないと回答した。監事 算用子氏は、研修会に参加すれば

必ず参画できるわけではないことは理解できるが、人材育成が急務であるため、参画できそ

うな人材を年間に何人くらい育成すればよいのか、その見通しはあるのか、人数的な目標値

があればいいのではないかと質問した。副会長 平川氏は、依頼数は年度内にも増えており、

渉外活動により依頼が増えることは確実なので、できるだけ多くの人材を要するとしか言

えないのではないかと回答した。監事 算用子氏は、渉外力という点で理事の参加はどうか、

研修会等へターゲットを絞った促しもしていけばよいのではないかと質問した。地域社会

振興部部長 金谷氏は、役員には進んで参加して実情を知ってほしい、また、これまでもそ

のように働きかけていると回答した。会長は、出席している人材が限られているため、でき

るだけ多くの人に研修を受けてほしく、またそのための広報も必要であると発言した。副会

出席者により確認済み



長 佐々木氏は、青森ブロックにも地域包括支援センター等から依頼が多々きており、それ

に適切に対応するためには、研修会に参加するだけでは難しいと発言した。また、毎年決ま

った時期・事業に声がかかるわけではないので、チャンスにうまく乗っていかなければなら

ないと発言した。理事 菩提寺氏は、いずれの地域支援事業もＯＴの魅せどころであり、１

回うまくいけば次につながることは既に実績があるため、役員をはじめ、各施設の部門長と

相談しながら推薦できる人材を育成していくことが必要であると発言した。また、本会内で

情報共有しながら地域にＯＴを売り込み、ＯＴを広めていくことが必要であると発言した。

副会長 平川氏は、地域支援事業等の情報交換会を開催しているため、ぜひそれらにも参加

し情報収集等を行ってほしく、また、役員が関わった事業について情報提供しているため、

有効に活用してほしいと発言した。さらに、総力戦になっていない士会は上手くいってない

ため、総力戦で進めていきたいと発言した。 

 

第１号議案 申し合わせ事項の変更について 

（１）事務局財務担当 

副会長 平川氏は、事務局財務担当の申し合わせ事項の変更について、資料を提示し、協

議を求めた。 

副会長 平川氏は、事務局財務担当の申し合わせ事項の変更について、理事に諮ったとこ

ろ、賛成多数をもってこれに決定した。 

 

（２）教育部 

副会長 平川氏は、教育部の申し合わせ事項の変更について、資料を提示し、協議を求め

た。 

副会長 平川氏は、教育部の申し合わせ事項の変更について、理事に諮ったところ、賛成

多数をもってこれに決定した。 

 

（３）広報部 

副会長 平川氏は、広報部の申し合わせ事項の変更について、資料を提示し、協議を求め

た。 

副会長 平川氏は、広報部の申し合わせ事項の変更について、理事に諮ったところ、賛成

多数をもってこれに決定した。 

 

（４）制度対策部 

副会長 平川氏は、制度対策部の申し合わせ事項の変更について、資料を提示し、協議を

求めた。 

副会長 平川氏は、制度対策部の申し合わせ事項の変更について、理事に諮ったところ、

賛成多数をもってこれに決定した。 

 

（５）地域社会振興部 

副会長 平川氏は、地域社会振興部の申し合わせ事項の変更について、資料を提示し、協

議を求めた。 
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理事 小枝氏は、文言や内容について、何を修正し、何を加筆したのかと質問した。地域

社会振興部部長 金谷氏は、内容を削除したものはなく、対外的な職務と会員向け職務に分

け、文言を整理したと回答した。理事 小枝氏は、文言が変わったという認識で良いか、認

知症作業療法や生活行為向上マネジメントの文言の明記がなく、会員がわかりにくくなら

ないか、対象とするものを明記しないことにより、この部が担うことが多くなり、それが負

担にならないかと質問した。地域社会振興部部長 金谷氏は、現時点において特段その問題

は考えられないと回答した。 

副会長 平川氏は、地域社会振興部の申し合わせ事項の変更について、理事に諮ったとこ

ろ、賛成多数をもってこれに決定した。 

 

 

第２号議案 五所川原市認知症カフェ委託事業における会計について（西北五ブロック） 

副会長 平川氏は、五所川原市認知症カフェ委託事業における会計について、資料を提

示し、協議を求めた。 

副会長 平川氏は、五所川原市認知症カフェ委託事業における会計の特別会計設置につい

て、理事に諮ったところ、賛成多数をもってこれに決定した。 

副会長 平川氏は、五所川原市認知症カフェ委託事業における会計の経費の種類および科

目について、理事に諮ったところ、賛成多数をもってこれに決定した。 

副会長 平川氏は、五所川原市認知症カフェ委託事業における会計のそれぞれの金額につ

いて、理事に諮ったところ、賛成多数をもってこれに決定した。 

 

 

第３号議案 特設委員会について 

（１）２０２６年第２５回全国障害者スポーツ大会に関する特設委員会について（三橋会長） 

副会長 平川氏は、２０２６年第２５回全国障害者スポーツ大会に関する特設委員会につ

いて、資料を提示し、協議を求めた。 

副会長 平川氏は、２０２６年第２５回全国障害者スポーツ大会に関する特設委員会につ

いて、理事に諮ったところ、賛成多数をもってこれに決定した。 

 

（２）運転再開等の支援に関する特設委員会について（三橋会長） 

副会長 平川氏は、運転再開等の支援に関する特設委員会について、資料を提示し、協議

を求めた。 

副会長 平川氏は、運転再開等の支援に関する特設委員会について、理事に諮ったところ、

賛成多数をもってこれに決定した。 

監事 算用子氏は、特設委員会が新たに２つ設置されたが、職務内容はいつ頃までに決め

るのかと質問した。副会長 平川氏は、特設委員会の業務の詳細な内容は決定していないた

め、設置の理由に合わせて申し合わせ事項に記載することで考えていると回答した。監事 

算用子氏は、特設委員会を組織図に入れてもよいかと質問した。副会長 平川氏は、入れて

もよいと回答した。 
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第４号議案 ２０２４年度の活動について 

（1）第３６回青森県作業療法学会の学会案内（周知方法）について（第３６回青森県作業

療法学会） 

副会長 平川氏は、第３６回青森県作業療法学会の学会案内（周知方法）について、資

料を提示し、協議を求めた。 

理事 上谷氏は、会員に届くようなメール配信はどのような形を考えているのかと質問し

た。第３６回青森県作業療法学会学会長 太田氏は、各ブロック長にお願いして、メールで

各施設・会員に周知すること、ＸやＩｎｓｔａｇｒａｍを立ち上げ、それらによる周知を検

予定していると回答した。理事 上谷氏は、ブロックは全施設のメールアドレスを把握して

いるのかと質問した。第３６回青森県作業療法学会学会長 太田氏は、全部ではないがある

程度把握していると回答した。 

理事 千葉氏は、紙媒体の配布がないことをホームページに載せたほうがよいと発言した。

副会長 平川氏は、ホームページに誘導するチラシを作成し、メ－ル配信してはどうかと発

言した。第３６回青森県作業療法学会学会長 太田氏は、現在ポスター作製中で紙媒体での

配布がないことを掲載し、メールも配信していきたいと発言した。 

副会長 平川氏は、第３６回青森県作業療法学会の学会案内（周知方法）について、理事

に諮ったところ、賛成多数をもってこれに決定した。 

 

（２）第３６回青森県作業療法学会の参加申し込みおよび決済方法について（第３６回青森

県作業療法学会） 

副会長 平川氏は、第３６回青森県作業療法学会の参加申し込みおよび決済方法につい

て、資料を提示し、協議を求めた。 

理事 小枝氏は、このシステムを利用した際に、協会会員番号の収集は可能であるかと質

問した。第３６回青森県作業療法学会学会長 太田氏は、可能であると回答した。理事 小枝

氏は、入力間違いがあれば、後からメールアドレスで追跡したいがそれも可能であるかと質

問した。第３６回青森県作業療法学会学会長 太田氏は、可能であると回答した。 

副会長 平川氏は、システム手数料について、各人が２５００円を払う際に、手数料とし

て、併せて２２０円も払うのかと質問した。第３６回青森県作業療法学会学会長 太田氏は、

そうであると回答した。副会長 平川氏は、周知に際しては、２７２０円かかると周知すれ

ばよいと発言した。 

副会長 平川氏は、第３６回青森県作業療法学会の参加申し込みおよび決済方法について、

理事に諮ったところ、賛成多数をもってこれに決定した。 

副会長 平川氏は、現在、学会や研修会の参加費の徴収には、銀行振り込みで対応してい

るが、入金確認や誤入金が生じた際の対応に多大な労力を要しているため、第３６回以降の

学会、研修会についてもイベントペイを使用してはどうかと発言した。理事 小枝氏は、参

加者数が多く見込まれる研修会などで試してみてもいいのではないかと発言した。会長は、

本会として契約し、県学会で利用すること、研修会の一部で利用してみることでどうかと発

言した。 

副会長 平川氏は、イベントペイについて、本会として契約し、県学会で利用すること、
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研修会の一部で利用してみることについて、理事に諮ったところ、賛成多数をもってこれに

決定した。 

 

第５号議案 ２０２５年度の活動について 

（１）会長方針について（三橋会長） 

副会長 平川氏は、会長方針について、資料を提示し、協議を求めた。 

理事 上谷氏は、会員数が伸び悩んでいるというのはどういうことかと質問した。会長は、

本会は 47 都道府県で入会率が高く、退会率が高くないが、未入会の有資格者も多数存在し

ていること、以前に比べて会員数の伸び率が高くないことよりこのような表現にしたと回

答した。 

理事 小枝氏は、法的根拠の臨床力の向上とはどういうことか、文章を修正してほしいと

発言した。会長は、検討すると発言した。 

副会長 平川氏は、会長方針について、理事に諮ったところ、賛成多数をもってこれに決

定した。 

 

（２）総会の日程について 

副会長 平川氏は、総会の日程について、資料を提示し、協議を求めた。 

副会長 平川氏は、総会の日程について、理事に諮ったところ、賛成多数をもってこれに

決定した。 

 

（３）理事会の日程について 

副会長 平川氏は、理事会の日程について、資料を提示し、協議を求めた。 

副会長 平川氏は、２０２５年度は役員選挙の年ではないため、６月７日の総会時には理

事会を行わない予定であるが、６月２１日に予定している理事会を総会と同日に開催する

こととしたいと発言した。 

副会長 平川氏は、以上を踏まえて理事会の日程について、理事に諮ったところ、賛成多

数をもってこれに決定した。 

 

 

以上で本日の議案を終了したので、議長は、午後４時１０分に閉会を宣した。 

上記の決議を明確にするため、本議事録を作成し、議長及び出席した理事が記名押印する。 

 

 

２０２４年９月２８日 

 

一般社団法人青森県作業療法士会理事会において 

           

議長 

副会長   平川 裕一   ○印 

 

出席者により確認済み



 

 

          会 長   三橋 武信   ○印 

 

 

 

副会長   大塚 基永   ○印 

 

 

 

副会長   佐々木 良範  ○印 

 

 

 

理 事   上谷 英史   ○印 

 

 

 

理 事   菩提寺 玲子  ○印    

 

 

 

理 事   小枝 周平   ○印 

 

 

 

理 事   今井 寛人   ○印 

 

 

 

理 事   千葉 さおり  ○印 

 

 

 

理 事   天坂 宗一朗  ○印 

 

 

 

監 事   算用子 暁美  ○印 

出席者により確認済み




